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１ 【提出理由】

当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

　
２ 【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①  名称            住江奈良株式会社

②  住所            奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番地１

③  代表者の氏名    代表取締役   吉田 伸次

④  資本金          300百万円

⑤  事業の内容      カーペットの製造

　
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する

割合

①  当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

    異動前   6,000個

    異動後   6,000個

②  総株主等の議決権に対する割合

    異動前     100％

    異動後     100％

　
(3) 当該異動の理由及びその年月日

①  異動の理由

当社の特定子会社である住江奈良株式会社は、平成25年６月１日を効力発生日として、全部の事業を当社の

特定子会社である住江甲賀株式会社に譲渡したことに伴い、当社に対する売上高が当社の仕入高の100分の10

未満になるため、また、その後の解散（平成26年５月末までに清算結了予定）に伴い、当社の特定子会社に該当

しなくなりました。

なお、同日付で、住江甲賀株式会社は、住江テクノ株式会社に商号を変更いたしました。

②  異動の年月日

      平成25年６月１日

　
以  上
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